
配当金解約払戻金

オーダーメイドの資産運用をしたいお客さまにお届けする変額個人年金保険

●  契約初期費用はかかりません。一時払保険料を全額特別勘定に繰り入れますので、効率よく
運用することができます。

●  積立金額が基本保険金額を下回った場合にのみ発生する危険保険料＊1を導入することで、
好調なときの運用効率を損ないません。

危険保険料以外にも積立期間中、年金支払期間中にご負担いただく費用があります。

高い運用効率を目指す

費用設定

●  死亡保険金は、積立金額が基本保険金額を下回っていた場合でも、基本保険金額が最低
保証されます。

解約払戻金額、年金原資額には最低保証はありません。解約控除や運用実績により、一時払保険料
を下回ることがあります。

＊3 クレディ・アグリコル生命の定める個人年金保険を複数ご契約の場合は、同一被保険者あたりの基本保険金額を通算して5億円がお取り扱いの限度とな
ります。

シンプルな保険機能で

万一に備える

商品の概要

主なお取り扱い

●  株式、債券、不動産投資信託等、13種類の特別勘定を自由に組み合わせて運用できます。
●  電話またはWebサイトでスイッチング（積立金の移転）ができます。1保険年度につき15回
までは手数料無料です。

1保険年度につき16回目から1回1,000円の特別移転費用がかかります。

魅力ある
特別勘定ラインアップと
自由なスイッチングで

資産運用に楽しみを

契約年齢 20歳～75歳（契約日における被保険者の満年齢）

指定代理請求特約、年金額分割払特約

保険料の払込方法 一時払のみ

一時払保険料 200万円～3億円（1万円単位）＊3 付加できる特約

主な
支払事由

積立期間

年金

死亡保険金

あらかじめ定めた年金支払期間中、被保険者が生存されている限り年金をお支払いします。
【年金種類／年金支払期間】 確定年金／5年・10年・15年

年金支払開始日前に被保険者がお亡くなりになった場合、お亡くなりになった日の積立金額または基本保険金額のい
ずれか大きい額を死亡保険金受取人にお支払いします。

10年 あり（最低保証なし） なし

＊1 「危険保険料」とは、死亡保険金額の最低保証に必要な費用で、費用発生時点の「危険保険金額（積立金額が基本保険金額を下回った場合の基本保険金
額との差額のことで、日々の積立金額の計算において判定）」や被保険者の年齢・性別によって異なります。なお積立金額が基本保険金額を下回らなかっ
た場合、「危険保険料」は発生しません。

＊2 申込日からその日を含めて8日目を経過した日、もしくは契約日のいずれか遅い日の日末
※当図はイメージ図であり、増額および一部解約等があった場合を想定しておりません。また将来の死亡保険金額、積立金額等を保証するものではありません。
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その他のお取り扱いについて

項目 概要

解約、一部解約

基本保険金額の増額＊1

年金支払開始日の変更

契約者貸付

●年金支払開始日前であれば、ご契約の解約または一部解約をして解約払戻金をお受け取りになることができます。ただし
一部解約は、特別勘定繰入日の翌日以降にお取り扱いします。

●契約日（増額が行われた場合の増額部分については増額日）から解約、一部解約までの期間（経過年数）が5年未満の場合、
経過年数に応じた解約控除がかかります。

●一部解約は10万円以上1万円単位でお取り扱いします。なお、一部解約後の積立金額は100万円以上あることが必要です。

契約時の特別勘定繰入日の翌日以後、9回目の年単位の契約応当日前に限り、50万円以上1万円単位、増額時（増額日）の被
保険者の年齢が75歳までお取り扱いします。

変更後の年金支払開始日時点の被保険者の年齢が85歳以下となる範囲内で、年金支払開始日を1年単位で最長10年繰り下
げることができます。

お取り扱いしません。

■ その他のご留意事項について
●契約時に年金額は確定していません。将来お支払いする年金額は、年金原資額に基づき、年金支払開始日の基礎率等（予定利率等）により計算します。
●年金支払開始日の基礎率等（予定利率等）によっては、お支払いする年金の合計額が年金原資額を下回ることがあります。

〈この保険のご検討にあたってご確認いただきたい事項〉
■ この保険のリスクについて
●この保険は、特別勘定の運用実績によって積立金額、死亡保険金額、解約払戻金額、および将来の年金原資額が変動（増減）するしくみの変額個人年金保
険です。特別勘定における資産運用には、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、カントリーリスク、流動性リスク等のリスクがあ
り、運用実績によっては年金原資額や解約払戻金額等が一時払保険料を下回り、ご契約者に損失が生じるおそれがあります。これらのリスクはご契約者
に帰属しますのでご注意ください。

●スイッチングを行なう際には、選択した特別勘定の種類によっては基準となる指標やリスクの種類が異なりますのでご注意ください。
●契約日（増額日）から5年未満に解約・一部解約する場合には解約控除がかかります。そのため、お支払いする金額の合計額が一時払保険料を下回ること
があります。

■ ご負担いただく諸費用について
この保険にかかる費用は、「運用関係費用」「契約管理費用」「危険保険料」「年金管理費用」となります。また、1保険年度につき16回以上スイッチング（積立金の
移転）を行った場合は、16回目から「特別移転費用」がかかります。なお、契約日（増額日）から5年未満に解約・一部解約する場合には「解約控除」がかかります。

●この資料は、「変額個人年金保険（11）」の商品概要をご説明しています。
●ご契約のご検討・お申し込みの際は必ず「契約締結前交付書面＜契約概要／注意喚起情報＞ 兼 商品パンフレット」「ご契約のしおり・約款」「特別勘定の
しおり」をご覧ください。

代理店手数料について
●クレディ・アグリコル生命は募集代理店に、生
命保険に関するご相談やご契約の手続きの対
価として初年度手数料を、ご契約の維持・管理
等の対価として継続手数料を支払います。

●代理店手数料はクレディ・アグリコル生命が負
担するものであり、上記の「ご負担いただく諸
費用について」に記載の費用に追加して、お客
さまにご負担いただくものではありません。

＊5 増額が行われた場合は、増額部分を含めた積立金額が継続手数料の対象となります。

＊1 クレディ・アグリコル生命は、特別勘定の残高、市場環境の状況等により、上記のお取り扱いを停止する場合があります。

運用関係費用＊2 各特別勘定が投資対象とする投資信託の純資産総額に対して実質税込：最大年率0.385%程度

契約管理費用 特別勘定の積立金額に対して年率1.65%

危険保険料＊3 危険保険金額（積立金額が基本保険金額を下回った額）に対して年率0.029%～年率9.204%

特別移転費用 1保険年度につき16回目から、1回につき1,000円

解約控除 契約日（増額日）から5年未満の場合、経過年数により基本保険金額＊4に対して5%～1%

年金管理費用年金支払期間中

積立期間中

支払年金額に対して1%（2024年1月末現在のものであり、将来変更されることがあります）

＊2 運用関係費用は、信託報酬に加えて信託事務に関する諸費用、有価証券の売買委託手数料および消費税等がかかります。これらの費用は、各投資信託
の運用状況等によって異なりますので、費用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため表示することができません。また、運用関係費用は運
用手法の変更、運用資産額の変動等の理由により将来変更されることがあります。各特別勘定の運用関係費用についてくわしくは、「特別勘定のしお
り」をご覧ください。

＊3 「危険保険料」とは、死亡保険金額の最低保証に必要な費用で、費用発生時点の「危険保険金額（積立金額が基本保険金額を下回った場合の基本保険
金額との差額のことで、日々の積立金額の計算において判定）」や被保険者の年齢・性別によって異なります。なお積立金額が基本保険金額を下回らな
かった場合、「危険保険料」は発生しません。

＊4 一部解約の場合は基本保険金額に、一部解約日の積立金額に対する一部解約請求金額の割合を乗じた金額となります。

この保険はクレディ・アグリコル生命を引受保険会社とする生命保険です。預金とは異なり、元本保証はありません。

（ご契約後のご照会は）
【引受保険会社】

（お問い合わせ、ご照会は）
【募集代理店】
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一時払保険料に対して0.94%

初年度手数料率

年単位の契約応当日の積立
金額＊5に対して1年あたり
0.94%

増額保険料に対して0.94%×増額日の属する月から
その月を含めて、増額日以降の次に到来する年単位
の契約応当日が属する月の前月までの月数／12

継続手数料率
（ご契約の2年目～10年目）

契約日における
被保険者の満年齢

20歳～75歳
（全年齢共通）
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